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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
西
十
和
田
ト
ン
ネ
ル
（
仮
称
）
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

青
森
県
に
よ
れ
ば
、
同
県
が
管
理
す
る
一
般
国
道
百
二
号
及
び
一
般
国
道
四
百
五
十
四
号
に
お
い
て
は
、
平
成
七
年
度
か

ら
、
西
十
和
田
ト
ン
ネ
ル
（
仮
称
）
の
整
備
を
含
む
改
良
計
画
を
策
定
す
る
た
め
に
地
質
調
査
及
び
環
境
調
査
並
び
に
整
備

効
果
の
検
討
を
実
施
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
調
査
及
び
検
討
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
西
十
和
田
ト
ン
ネ
ル
（
仮
称
）
の
整
備

の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
現
段
階
に
お
い
て
、
西
十
和
田
ト
ン
ネ
ル
（
仮
称
）

の
整
備
に
つ
い
て
判
断
し
て
お
ら
ず
、
同
県
に
よ
る
今
後
の
調
査
及
び
検
討
の
推
移
を
見
守
っ
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

青
森
県
に
よ
る
今
後
の
調
査
及
び
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え
、
同
県
か
ら
西
十
和
田
ト
ン
ネ
ル
（
仮
称
）
の
整
備
を
進
め
て

い
く
と
の
方
針
が
示
さ
れ
、
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
等
に
よ
る
支
援
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
政
府
と
し
て
適
切
に
対
応
し

て
ま
い
り
た
い
。


